
島 根 県 報
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土地改良法（昭和��年法律第���号）第��条の�第�項の規定により、平成��年�	月
�日付けで県営土地改良事業に係

る益美�期（美都）地区深田溢工区の換地処分をしたので、同条第�	項において準用する同法第��条第�項の規定により

告示する。

平成��年��月�
日

島根県知事 溝 口 善兵衛

��������
	

土地改良法（昭和��年法律第���号）第��条の�第項の規定に基づき、次の者から市町村営土地改良事業の施行につ

いて協議があり、同条第�項において準用する同法第�条第項の規定により審査の結果、土地改良事業計画を適当と決

定したから次のとおり関係書類を縦覧に供する。

平成��年��月�
日

島根県知事 溝 口 善兵衛

第���
�号 平成��年��月�
日 (�)

� �

� �

換地処分 （農 村 整 備 課） �

土地改良事業計画書の縦覧 （ 〃 ） �

地域森林計画の樹立 （森 林 整 備 課） �

地域森林計画の変更 （ 〃 ） �

保安林の指定 （ 〃 ） �

保安林の指定施業要件の変更（�件） （ 〃 ） 


森林法第���条の規定による告示及び掲示（�件） （ 〃 ） �

漁業災害補償法の規定に基づく同意 （水 産 課） �

平成��年度地籍調査事業の決定の一部変更 （用 地 対 策 課） �

道路の区域の変更 （道 路 維 持 課） �

道路の供用開始 （ 〃 ） �

� �

平成��年�月�日付け島根県報第����
号中 （森 林 整 備 課） �

平成��年�月�	日付け島根県報第�����号中 （ 〃 ） �

平成��年�	月�日付け島根県報第�����号中 （道 路 維 持 課） �
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平成��年��月�
日 (火)

� ������
(毎週火・金曜日発行)
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島 根 県 報
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森林法（昭和��年法律第���号）第�条第�項の規定により地域森林計画を立てたいので、同法第�条第�項の規定に

より次のとおり公告し、当該地域森林計画の案を縦覧に供する。

なお、当該地域森林計画の案に意見がある者は、縦覧期間が満了する日までに島根県知事に対し、理由を付した文書を

もって、意見書を提出することができる。

平成��年��月�	日

島根県知事 溝 口 善兵衛

���������


森林法（昭和��年法律第���号）第�条第
項の規定により地域森林計画を変更するので、同法第�条第�項の規定に

より次のとおり公告し、当該地域森林計画の案を縦覧に供する。

なお、当該地域森林計画の案に意見がある者は、縦覧期間が満了する日までに島根県知事に対し、理由を付した文書を

もって、意見書を提出することができる。

平成��年��月�	日

島根県知事 溝 口 善兵衛

���������


森林法（昭和��年法律第���号）第��条の�第�項の規定により保安林の指定をするので、同法第		条第�項において

準用する同条第�項の規定により告示する。

平成��年��月�	日

島根県知事 溝 口 善兵衛

� 保安林の所在場所

八束郡東出雲町大字須田字畑ヶ尻���－�、字川曲り���－��、字大谷���－��、字畑ヶ尻���－�、���－��

� 指定の目的

水源のかん養

� 指定施業要件

第���	�号 平成��年��月�	日(�)

事業主体名 事 業 名
縦覧に供する書類
の名称

縦覧の期間 縦覧の場所

奥出雲町
金川地区区画整理事業（農山漁村活性
化プロジェクト支援交付金）

土地改良事業計画
書の写し

告示の日から��

日間
奥出雲町役場

森林計画区の名称 縦 覧 場 所 縦 覧 期 間

斐伊川森林計画区（松江市、安来市、東出雲町、
雲南市、奥出雲町、飯南町、出雲市、斐川町）

島根県農林水産部森林整備課、東部農
林振興センター

自 平成��年��月��日
至 平成��年��月�	日

森林計画区の名称 縦 覧 場 所 縦覧期間

江の川下流森林計画区（浜田市、江津市、大田
市、川本町、美郷町、邑南町）

島根県農林水産部森林整備課、西部農
林振興センター

自 平成��年��月��日
至 平成��年��月�	日



島 根 県 報

� 立木の伐採の方法

ア 主伐に係る伐採種は、定めない。

イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準

伐期齢以上のものとする。

ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を島根県庁及び東出雲町役場に備え置いて縦覧に供する。）
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次のように保安林の指定施業要件を変更する予定の通知を受けたから、森林法（昭和��年法律第���号）第��条の�に

おいて準用する同法第��条の規定により告示する。

平成��年��月��日

島根県知事 溝 口 善兵衛

	 指定施業要件の変更の予定に係る保安林の所在場所と指定の目的 次に掲げる告示で定めるところによる。

昭和
�年�月��日農林水産省告示第���号

 変更に係る指定施業要件

� 立木の伐採の方法 変更しない。

� 立木の伐採の限度 変更後の立木の伐採の限度は、次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を島根県庁並びに雲南市役所及び奥出雲町役場に備え置いて縦覧に供す

る。）
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次のように保安林の指定施業要件を変更する予定の通知を受けたから、森林法（昭和��年法律第���号）第��条の�に

おいて準用する同法第��条の規定により告示する。

平成��年��月��日

島根県知事 溝 口 善兵衛

	 指定施業要件の変更の予定に係る保安林の所在場所と指定の目的 次に掲げる告示（重要流域（平成��年月��日農

林水産省告示第���号で指定された重要流域をいう。）に係るものに限る。）で定めるところによる。

平成�年�月�日農林水産省告示第���号

 変更に係る指定施業要件

� 立木の伐採の方法 変更しない。

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 変更後の立木の伐採の限度並びに植栽の方法及び樹種は、次

のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を島根県庁並びに雲南市役所及び奥出雲町役場に備え置いて縦覧に供す

る。）

���������


森林法（昭和��年法律第���号）第��条の第	項の規定により保安林の指定施業要件を変更するので、同法第��条の

�において準用する同法第��条第�項において準用する同条第	項の規定により告示する。

平成��年��月��日

第�����号 平成��年��月��日 (�)



島 根 県 報

島根県知事 溝 口 善兵衛

� 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所と指定の目的 次に掲げる告示で定めるところによる。

昭和��年��月��日農林省告示第����号

� 変更に係る指定施業要件

� 立木の伐採の方法 変更しない。

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 変更後の立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

は、次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を島根県庁及び浜田市役所に備え置いて縦覧に供する。）

���������	

平成��年島根県告示第���号で保安林の指定施業要件を変更された次の保安林については、当該処分に係る通知の相手

方が不分明であるので、森林法（昭和	
年法律第	��号）第���条の規定に基づき、その通知の内容を飯南町役場に掲示す

るとともにその要旨を告示する。

平成��年��月��日

島根県知事 溝 口 善兵衛

� 保安林の所在場所及び不分明である通知の相手方

� 保安林として指定された目的

水源のかん養

�������
�	

平成��年島根県告示第���号で保安林の指定施業要件を変更された次の保安林については、当該処分に係る通知の相手

方が不分明であるので、森林法（昭和	
年法律第	��号）第���条の規定に基づき、その通知の内容を浜田市役所に掲示す

るとともにその要旨を告示する。

平成��年��月��日

島根県知事 溝 口 善兵衛

� 保安林の所在場所及び不分明である通知の相手方

� 保安林として指定された目的

第�����号 平成��年��月��日(�)

保 安 林 の 所 在 場 所
不 分 明 で あ る 通 知 の 相 手 方

保安林の権利者 住 所

飯石郡飯南町真木����、���
－	 三吉 正巳 広島県福山市神辺町一九幹屋��－��

飯石郡飯南町真木��
－	、��
－ 奥野 シズヨ 飯石郡飯南町小田	��

保 安 林 の 所 在 場 所
不 分 明 で あ る 通 知 の 相 手 方

保安林の権利者 住 所

浜田市金城町小国ロ��、ロ��－�、ロ�	、ロ��－

�、ロ��－�、ロ���、ロ���－�、ロ���－�か

らロ���－�、ロ���－�、ロ���－�、ロ��、

ロ��
、ロ���－�

早川 節市 浜田市金城町小国ロ��

浜田市金城町小国ロ���－�、ロ��－� 道岡 美幸 浜田市黒川町�

浜田市金城町小国ハ���－� 桑原 一 京都府亀岡市西堅町���	



島 根 県 報

水源のかん養
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次の加入区の漁業の区分については、漁業災害補償法（昭和��年法律第���号）第���条第�項の規定による同意があっ

たと認めたので、同条第�項において準用する同法第���条の�第	項の規定により告示する。

平成��年��月��日

島根県知事 溝 口 善兵衛


� 加入区の名称

美保関町加入区

� 加入区の区域

漁業協同組合ＪＦしまね美保関支所の地区の区域

� 漁業の区分

漁業災害補償法に規定する加入区の設定（平成��年島根県告示第����号）の漁業災害補償法第���条第�号に掲げ

る漁業の表
の項漁業の区分の欄の��に掲げる漁業の区分

�� 加入区の名称

美保関町加入区

� 加入区の区域

漁業協同組合ＪＦしまね美保関支所の地区の区域

� 漁業の区分

漁業災害補償法に規定する加入区の設定（平成��年島根県告示第����号）の漁業災害補償法第���条第�号に掲げ

る漁業の表
の項漁業の区分の欄の��に掲げる漁業の区分

� 加入区の名称

島根町加入区

� 加入区の区域

漁業協同組合ＪＦしまね島根町支所の地区の区域

� 漁業の区分

漁業災害補償法に規定する加入区の設定（平成��年島根県告示第����号）の漁業災害補償法第���条第�号に掲げ

る漁業の表�の項漁業の区分の欄のに掲げる漁業の区分

���������


平成��年度地籍調査事業の決定（平成��年島根県告示第���号）の一部を次のように改正し、平成��年��月��日から施

行する。

平成��年��月��日

島根県知事 溝 口 善兵衛

表大田市の項を次のように改める。

第�����号 平成��年��月��日 (�)

大田市 朝山③

波根①

久手②－


久手②－

久手②－�

交付決定の日から平成��年月��日まで



島 根 県 報

表江津市の項を次のように改める。

表雲南市の項を次のように改める。

表津和野の項を次のように改める。

��������	


道路の区域を次のように変更したので、道路法（昭和��年法律第���号）第��条第�項の規定に基づき告示する。

その関係図面は、告示の日から��日間島根県土木部道路維持課及び当該道路を管轄する地方機関において一般の縦覧に

供する。

平成��年��月�	日

島根県知事 溝 口 善兵衛

第�
�	�号 平成��年��月�	日(�)

江津市 波子�区

南川上�区

嘉久志�区

南川上�区

南川上区

南川上�区

南川上�区

交付決定の日から平成��年�月	�日まで

雲南市 飯石（高瀬）

飯石（粟谷�）

須賀①

上久野①

須賀②

上久野②

上久野④

交付決定の日から平成��年�月	�日まで

津和野町 商人Ⅱ－�

商人Ⅱ－�

渓村Ⅱ－�

渓村Ⅲ－�

渓村Ⅲ－�

中山③

長福①－�

長福①－�

長福①－�

冨田二Ⅰ

冨田二Ⅱ

柳村Ⅰ

豊稼①

交付決定の日から平成��年�月	�日まで
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道路の供用を次のように開始するので、道路法（昭和��年法律第���号）第��条第�項の規定に基づき告示する。

その関係図面は、告示の日から��日間島根県土木部道路維持課及び当該道路を管轄する地方機関において一般の縦覧に

供する。

平成��年��月�	日

島根県知事 溝 口 善兵衛

� �

平成��年
月�日付け島根県報第����	号中に誤りがあったので、次のように訂正する。

平成��年
月��日付け島根県報第�����号中に誤りがあったので、次のように訂正する。

平成��年��月日付け島根県報第�����号中に誤りがあったので、次のように訂正する。

第���	�号 平成��年��月�	日 (�)

道路の
種 類

路 線 名

道 路 の 区 域 管轄する地
方機関の名
称

備 考
区 間

変更前
後の別

敷地の幅員 延 長

県 道
多伎江南出
雲線

出雲市今市町���	番�

地先から同町����番

地先まで

前
メートル

�����～
�����

メートル
������

出雲県土整
備事務所

街路事業

拡幅後 �����～
	����

������

道路の
種 類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 延 長 供用開始

年 月 日

管轄する地
方機関の名
称

備 考

県 道
多伎江南出
雲線

出雲市今市町���	番�地先から同町����

番地先まで

メートル
������

平成��年
��月�	日

出雲県土整
備事務所

ページ 箇 所 内 容

� 上から��行目と��行

目の間

次のように加える。

ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

ページ 行 誤 正

� 下から�� 「次のとおり」は、省略し、その関係書類 「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、

その図面及び関係書類

ページ 箇 所 誤 正

�� 島根県告示第���号

の表中

益田市匹見町石谷口���番続�地先か
ら同�	�	番�地先まで

益田市匹見町石谷ロ���番続�地先か
ら同石谷ロ�	�	番�地先まで
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